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（５）事後調査結果の検討 

  ・事後調査の結果は、予測・評価の結果と比較検討し、著しく異なる場合には、その原因を

検討・考察する。 

  ・事後調査の結果が予測・評価結果と著しく異なり、影響が大きい場合には、必要に応じて

追加の環境保全対策を検討し、実施する。 

・追加の環境保全対策を講ずることとした場合には、効果および環境影響について予測・評

価するとともに、事後調査計画についても見直しを行う。 

・また、追加の環境保全対策を講じない場合でも、当初の環境保全対策の効果等が十分に確

認できない場合等には、必要に応じて事後調査の期間を延長する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               １８   生態系 
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18 生態系 

18－１ 地域概況の把握 

（１）調査項目 

地域概況として把握すべき事項は、①地域の生態系の特性を基本とし、②及び③の関連項

目についても可能な限り把握する。 

調査項目 調査内容 

 ①地域の生態系の特性 ・地域の生態系を特徴づける動植物の状況、生息・生育環境

等の状況 

 ②法令等による指定及び規

制等の状況 

・関連する法令、行政計画等による指定地域等の内容 

 ③その他 ・動植物の生息・生育に影響を与えると想定される気象、水

象、地形・地質等の状況 

・現在や将来の生態系に影響を与えると想定される土地利

用、開発の状況・動向等 

 

 

（２）調査範囲 

    調査範囲は、地域の生態系の状況を広域的に把握可能な範囲とし、地形、植生、水系等の

一体性を考慮して設定する。 

 

 

（３）調査方法 

    調査方法は、既存資料等の収集、整理を基本とし、必要に応じて現地踏査や聞き取り調査

を行う。 

調査項目 調査方法 

 ①地域の生態系の特性 ・「自然環境基礎調査」（仙台市）、「宮城県の絶滅のおそ

れのある野生動植物－宮城県レッドデータブック－」（宮

城県）等から把握する。 

・必要に応じて現地踏査や専門家等への聞き取り調査を行う。 

 ②法令等による指定及び規

制等の状況 

・県、市の資料等から法令及び条例、その他行政計画等に

基づく地域指定等の内容について整理する。 

 ⑤その他 ・地形・地質等の状況については、地形図、地形分類図、航

空写真等から把握する。 

・開発の動向等については、市や県等の資料のほか、環境影

響評価の実施状況等から把握する。・地形図、航空写真等

から整理する。 
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（４）調査結果とりまとめ 

   以上の調査結果により、地域の生態系の状況についてまとめる。とりまとめにあたっては、

図表等を示しながら、地域の特性がわかるように配慮する。 

また、調査結果を踏まえ、事業予定地及びその周辺における生態系を保全する上での留意

点についても可能な限り記載する。 

 

 

18－２ 環境影響評価項目の選定 

 環境影響評価項目の選定にあたっては、次の事項に留意する。 

・生態系は、自然環境の総合評価的な視点の項目であるため、原則として植物及び動物を環

境影響評価項目として選定した場合には、項目を選定する。 

・事業予定地が、自然公園、県自然環境保全地域など保全上重要な地域である場合には、

重点化を検討する。 

 

 

18－３ 調査 

（１）調査内容 
〈技術指針  表４〉  

植物、動物の結果より、上位性、典型性、特殊性等の観点から地域の生態系を特徴づける種

等を選定し、その種等を中心とした生態系の特性を把握するため、以下の項目から必要に応じ

て適切に選定する。 

 １．選定した種の分布、生態等 

 ２．地域を特徴づける生態系の生物間の関係性 

   ① 食物連鎖、餌生物の分布、現存量等 

   ② 生物間の寄生・共生関係 

   ③ 生物間の競合関係 

 ３．地域を特徴づける生態系の基盤となる非生物環境 

   ① 地形・地質、水象、気象等の状況 

 ４．周辺の生態系との関係、連続性 

  ・植物、動物の調査結果に基づき、生態系の上位に位置する「上位性」、生態系の特徴をよ

く表す「典型性」、特殊な環境等の指標となる「特殊性」の観点から、地域の生態系を特

徴づける指標種又は群集を複数選定し、当該種等を中心とした生態系の特性を把握する。 

 

 

（２）調査方法 
〈技術指針  表４〉  

① 植物、動物、地形・地質、水象等の調査結果や、既存文献等により把握するとともに、

必要に応じて現地調査を実施する。 

  ・植物、動物、地形・地質、水象等の調査結果を整理・解析することを基本とし、必要に応

じて専門家等への聞き取りや補足調査を行う。 
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  ・地域の生態系を特徴づける指標種等については、地形、土壌、水象、植生等に着目して環

境類型区分を行い、類型区分毎の基盤環境、生息・生育する植物・動物の特性、食物連鎖

等の生物種（群）間の相互関係を整理・解析の上、上位性、典型性、特殊性等の観点から

選定する。 

  ・選定した指標種等については、植物及び動物の調査結果に基づき、当該地域における分布

状況等について整理する。 

  ・また、これらの調査結果に基づき、事業予定地とその周辺の生態系の関係性や連続性につ

いて整理する。 

 

 

（３）調査地域等 
〈技術指針  表４〉  

①  調査地域は、事業予定地及びその周辺において、生態系に対する影響が想定される地域とし、

選定した種の特性、植生、地形、水系による環境のまとまり等を考慮して設定する。 

  ・調査地域は、対象事業の実施に伴い生態系への影響が想定される地域とし、基本的に植物、

動物の調査範囲に準じる。 

 

 

（４）調査期間等 
〈技術指針  表４〉  

① 年間を通じた状況を把握できる期間とするが、生息環境等を把握するため、必要に応じ

て延長する。 

② 調査時期は、動植物の季節変動等を考慮して設定する。 

  ・年間を通じた動植物の状況を把握できる期間とし、基本的に植物、動物の調査期間等に準

じる。 

 

 

18－４  予測 

（１）予測内容 
〈技術指針  表５〉  

 直接的・間接的影響による次の項目等の変化の程度を予測する。 

  ① 地域を特徴づける生態系の地形等基盤条件の変化、周辺の生態系との連続性等の変化 

  ② 指標種に代表される生態系の構成種等の変化 

  ・対象事業の実施に伴う基盤環境の変化や、周辺の生態系との関連性・連続性の変化、地域

の生態系を特徴づける指標種等の生育・生息状況の変化、指標種等とその他の生物種との

関係性の変化等を把握し、事業実施による生態系への影響を予測する。 
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（５）事後調査結果の検討 

  ・事後調査の結果は、予測・評価の結果と比較検討し、著しく異なる場合には、その原因を

検討・考察する。 

  ・事後調査の結果が予測・評価結果と著しく異なり、影響が大きい場合には、必要に応じて

追加の環境保全対策を検討し、実施する。 

・追加の環境保全対策を講ずることとした場合には、効果および環境影響について予測・評

価するとともに、事後調査計画についても見直しを行う。 

・また、追加の環境保全対策を講じない場合でも、当初の環境保全対策の効果等が十分に確

認できない場合等には、必要に応じて事後調査の期間を延長する。 
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